
富山市入札公告第１５１号 

　　　入札公告 

　市有財産の貸付について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６第

１項の規定により公告する。 

　　令和７年１２月１日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　富山市長　　藤　井　裕　久　　　　　 

 

１　入札に付する公有財産 

(1) 所在地　富山市新桜町７番１　富山市役所本庁舎 

(2) 面積　９７．０５３㎡ 

(3) 入札予定価格（年額の税抜価格）　３，０００，０００円 

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

　　　次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 令第１６７条の４第１項各号に掲げる者でないこと。 

(2) 令第１６７条の４第２項の適用を受けている者でないこと。 

(3) コンビニエンスストアの企画及び運営のノウハウを有するコンビニ

エンスストア運営会社（チェーン本部）であること。 

(4) 良質な商品、商品開発及び優良なサービスを提供できるノウハウと

実績（富山県内に３年以上の出店経験）を有すること。 

(5) 富山市暴力団排除条例（平成２４年条例第１３号）第２条第２号に

規定する暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力

団員である法人等、その他暴力団（同条第１号に規定する暴力団をい

う。）及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。  

 場所 面積（㎡）

 店舗 ７７．７１８

 自動証明写真機置場 ０．９７５

 エアコン室外機置場 １０．７１０

 ごみ置場等 ７．６５０

 計 ９７．０５３



(6) 市町村税及び国税を滞納していない者であること。 

　３　貸付に関する条件 

　　 (1) 用途  

　　　　貸付物件は、コンビニエンスストアの店舗経営の用に供すること。 

　　 (2) 期間  

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

なお、契約期間には、コンビニエンスストアの開設に伴う工事、設

備の設置、開店準備及び閉店に伴う原状回復に要する期間を含む。 

(3) 貸付料  

最低貸付料年額３，０００，０００円以上で、入札により決定した

額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。 

(4) その他の経費 

コンビニエンスストア店舗の経営並びに機器の設置及び撤去等に必

要となる一切の費用は、全て借受人の負担とする。 

(5) 使用上の制限等 

　　契約期間中は、次の事項を順守すること。 

　ア　貸付契約に基づく賃借権を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

イ 　貸 付 物 件 を コン ビ ニ エン ス ス ト ア の店 舗 経 営 以外 の 用 に 供さ な

いこと。 

(6) 借受人の義務 

　　契約期間中、借受人は次に定める義務を負う。 

　ア　善良なる管理者の注意を持って貸付物件を使用すること。 

　イ 　 貸 付 物 件 を 使 用 し て行 う 店舗 の 経 営 に 伴 う 一 切 の 責任 を 持つ こ

と。 

　　　ウ　本市が、貸付物件の管理に当たり必要な事項を借受人に通知した

ときは、その事項を順守すること。 

(7) 契約の解除 

本市は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

ア　「３　貸付に関する条件」に規定する(5) 使用上の制限等及び(6)

借受人の義務に違反したとき。 



イ　貸付物件を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。  

ウ　契約締結後に、借受人が「２　入札に参加する者に必要な資格に

関する事項」に掲げる要件を満たしていないこと又は満たさなくな

ったことが判明したとき。 

エ　借受人が本市が指定する期限までに貸付料を支払わなかったとき。 

　　 (8) 損害賠償 

ア　借受人がその責めに帰する事由により第三者に損害を与えたとき

は、全て借受人の責任においてその損害を賠償しなければならない。 

イ　アのほか、借受人が契約の不履行その他の事由により本市に損害

を与えたときは、借受人は、賠償金として損害額に相当する額を本

市に支払わなければならない。 

　　 (9) 原状回復 

借受人は、契約期間が満了し、又は契約が解除された場合は、直ち

に自己の負担により貸付物件を現状に回復し、返還しなければならな

い。ただし、本市が特に原状回復の義務を免除した場合は、この限り

でない。 

４　入札に関する情報を示す期間及び場所 

(1) 期間　令和７年１２月１日から同年１２月２５日までの８時３０分

から１７時１５分まで（富山市の休日を定める条例（平成１７年富山

市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。

）を除く。） 

(2) 場所　富山市財務部管財課庁舎管理係（富山市役所西館４階） 

５　入札参加の申請 

　　入札に参加しようとする者は、入札参加申請書及び市長が指定する書

類について、次のとおり提出しなければならない。なお、郵送の場合は

簡易書留とし、令和７年１２月２５日正午必着とする。 

(1) 期間　令和７年１２月１日から同年１２月２５日までの８時３０分

から１７時１５分まで（休日を除く。） 

 (2) 提出先　富山市財務部管財課庁舎管理係（富山市役所西館４階） 

(3) 提出書類 

ア　富山市役所本庁舎内コンビニエンスストア入札参加申請書（様式



第１号） 

イ　誓約書（様式第２号） 

ウ　富山県内での業務実績表（様式第３号） 

エ　現在事項全部証明書及び法人の概要が分かる資料 

オ　提出書類一覧表（様式第４号） 

カ　印鑑証明書 

キ　納税証明書（市町村税及び国税） 

６　入札並びに開札の日時及び場所 

(1) 日時　令和８年１月１６日午前１１時 

(2) 場所　富山市役所東館４階入札室 

７　入札保証金 

　　　入札に参加しようとする者は、入札保証金として入札金額（税抜）の

１割 以 上 の 額 の 現 金 又 は 富山 市 内に 所 在 す る 店 舗 を 支 払 地と し た銀 行

の自己宛小切手（振出日から５営業日以内のもの。）を入札執行前まで

に納めなければならない。 

    　なお、落札者の入札保証金は、当該落札者からの同意を得て契約保証

金に充当する。 

　８　落札者の決定 

　　　入札金額が予定価格以上で、かつ、最高の価格である者を落札者とす

る。ただし、落札となるべき同価格の入札者が２者以上ある場合には、

直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 

　９　契約保証金 

　　　落札者の契約保証金（「７　入札保証金」の規定により、契約保証金に

充当された入札保証金）は、全額を貸付料に充当する。 

１０　入札の無効  

　　　富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第１２条各号に掲

げる入札及び「富山市物品購入等、清掃及び設備保守点検等業務委託入

札心得」に規定する事項に違反した入札は、無効とする。  

１１　契約の締結  

落札者は、落札決定の日から５日以内（休日は算入しない。）に契約を

締結しなければならない。当該期間内に契約を締結しない場合、落札者



としての権利を失うとともに入札保証金は返還しない。 

１２　貸付料の支払 

　　　落札者は、本市が指定する方法により、本市が指定する期限までに貸

付料を支払わなければならない。 

１３　その他 

　　 (1) その他詳細は、富山市役所本庁舎内コンビニエンスストア出店者入

札要項による。 

(2) 問合せ先 

　　　　富山市財務部管財課庁舎管理係 

　　　　電話　０７６－４４３－２１１７ 


